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平成28年12月15日（木曜日） 
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○議事日程（第３号） 

  平成28年12月15日  午後１時00分開議 

 日程第１ 

  追加議案の上程 

  議案第93号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

  提案理由の説明 

 日程第２ 

  議案一括上程 

  議案第82号 平成28年度内灘町一般会計補正予算（第５号）から 

  議案第92号 内灘町サイクリングターミナルの指定管理者の指定についてまで 

  議案第93号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

  請願第13号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める請願書 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分開議 

    ○開   議 

○議長【生田勇人君】 皆様、お疲れさまで

ございます。 

 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【生田勇人君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、６日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【生田勇人君】 日程第１、追加議案

の上程を行います。 

 議案第93号職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 

 なお、追加提出された議案につきましては、

お手元に配付してあります議事日程第３号に

記載のとおりでありますので、ご了承願いま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【生田勇人君】 町長より追加議案に

対する提案理由の説明を求めます。川口克則

町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれま

しては、連日にわたり慎重なるご審議を賜り、

まことにありがとうございます。 

 それでは、ただいま追加提案いたしました

議案につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第93号 職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例につきましては、地
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方公務員の育児休業等に関する法律等の一部

改正に伴い、育児休業等に係る「子」の範囲

を拡大するなど、所要の改正でございます。 

 以上、追加議案の提案理由につきまして、

ご説明申し上げました。適切なるご決議を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長【生田勇人君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【生田勇人君】 これより追加議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【生田勇人君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第93号に

つきましては、お手元に配付いたしてありま

す議案付託表のとおり所管の総務産業建設常

任委員会に付託いたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第93号は議案付託表のとお

り所管の総務産業建設常任委員会に付託する

ことに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【生田勇人君】 この際、議案審査の

ため、暫時休憩いたします。 

           午後１時03分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時00分再開 

    ○再   開 

○議長【生田勇人君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【生田勇人君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長いたします。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【生田勇人君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【生田勇人君】 日程第２、去る12月

８日、各常任委員会に付託いたしました議案

第82号平成28年度内灘町一般会計補正予算

（第５号）から議案第92号内灘町サイクリン

グターミナルの指定管理者の指定についてま

での11議案及び先ほど総務産業建設常任委員

会に付託いたしました議案第93号職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、並びに新規に提出されました請願第

13号を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○委員長報告 

○議長【生田勇人君】 これより各常任委員

会における議案の審査の経過並びに結果の報

告を求めます。 

 太田臣宣総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 太田臣宣君 登壇〕  

○総務産業建設常任委員長【太田臣宣君】 平

成28年内灘町議会12月会議において、総務産

業建設常任委員会に付託されました議案の審

査の経過と結果についてご報告を申し上げま

す。 

 付託されました議案につきましては、副町

長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第82

号平成28年度内灘町一般会計補正予算（第５

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、

歳出１款議会費１項議会費、２款総務費１項

総務管理費、２項徴税費、６款農林水産業費

１項農業費、７款商工費１項商工費、８款土
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木費１項土木管理費、２項道路橋りょう費、

３項都市計画費、９款消防費１項消防費、12

款公債費１項公債費、13款諸支出金２項基金

費の各款項及び第２条地方債の補正、第３条

繰越明許費、２款総務費１項総務管理費、８

款土木費２項道路橋りょう費については、採

決の結果、賛成多数で原案を可とすることに

決しました。 

 議案第83号平成28年度内灘町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）については、

妥当と認め、原案を可とすることに決しまし

た。 

 議案第88号内灘町農業委員会の委員等の定

数に関する条例については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 議案第90号企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例について

は、妥当と認め、原案を可とすることに決し

ました。 

 議案第93号職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例については、妥当と認

め、原案を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成28年12月15日 

 総務産業建設常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【生田勇人君】 川口正己文教福祉常

任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 川口正己君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【川口正己君】 平成

28年内灘町議会12月会議において、文教福祉

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長等からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第82

号平成28年度内灘町一般会計補正予算（第５

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳出２款

総務費７項交通安全対策費、３款民生費１項

社会福祉費、２項児童福祉費、４款衛生費１

項保健衛生費、10款教育費１項教育総務費、

２項小学校費、３項中学校費、４項社会教育

費、５項保健体育費及び第３条繰越明許費、

10款教育費２項小学校費、３項中学校費の各

款項については、いずれも妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第84号平成28年度内灘町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）、議案第85号平

成28年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）、議案第86号平成28年度内灘

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の３

議案については、いずれも妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第87号内灘町茶室条例については、妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第89号内灘町手数料徴収条例の一部を

改正する条例については、妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 議案第91号内灘町体育施設（内灘町野球場

等）の指定管理者の指定について、議案第92

号内灘町サイクリングターミナルの指定管理

者の指定についての２議案は、いずれも妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 次に、新規に提出されました請願の審査結

果をご報告いたします。 

 請願第13号安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤改善・大幅増員を求める請願書につい

ては、採決の結果、賛成尐数で、不採択とす

ることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成28年12月15日 

 文教福祉常任委員会委員長 川口正己 

○議長【生田勇人君】 これをもって各常任

委員長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【生田勇人君】 なお、昨日までに委
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員長報告に対する質疑の通告がありませんで

したので、質疑なしとして質疑を省略いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【生田勇人君】 次に、討論に入りま

す。 

 討論ございませんか。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、北川

悦子です。 

 議案第82号歳出の２款１項７目情報管理に

ついてはマイナンバー制度に反対の立場で、

また８款２項３目道路新設改良事業について

は白帆台インターチェンジに反対の立場で反

対します。 

 次に、請願第13号安全・安心の医療・介護

の実現と夜勤改善・大幅増員を求める請願書

に賛成の立場で討論いたします。 

 委員会では、厚生労働省の発表によれば

2024年、医師が余ってくるという理由で不採

択となりました。 

 医療・介護に安全・安心を求めるのは誰も

同じ願いではないでしょうか。 

 私の友人は、家族を医療ミスで亡くし、シ

ョックの余り人生を狂わせ、命を絶ってしま

いました。 

 病院へ行くたびに忙しく走り回っている看

護師、介護士、大丈夫だろうかと心配になり

ます。医師不足は内灘町では感じられなくて

も、能登方面では深刻で、県も特別に力を入

れています。 

 2025年に向け地域医療計画はスタートした

ばかりで、これから病床数や医師、看護師、

介護職員など明確になってきます。 

 世界ＯＥＣＤから見ても日本は医師の数は

平均以下の低い水準です。地域や診療科目、

産婦人科とか外科、小児科等を見ますと随分

偏りがあるのが現状であります。医師、看護

師、介護職員をふやし、労働環境を整え、国

民の命と暮らしを守る環境づくりが必要では

ないでしょうか。 

 この立場から、議員の皆さんの賛同をよろ

しくお願いをいたします。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。 

 ３番、七田満男議員。 

   〔３番 七田満男君 登壇〕 

○３番【七田満男君】 議席３番七田満男で

す。 

 請願第13号安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤改善・大幅増員を求める請願書に反対

の立場で討論を行います。 

 今後、国民が将来にわたり質の高い医療サ

ービスを受けるためには、医療分野の勤務環

境の改善により、医療にかかわる人材の定着、

育成を図ることが必要であり、特に長時間労

働や当直、夜勤、交代制勤務など厳しい勤務

環境にある医師や看護職などが健康で安心し

て働くことができる環境を早急に整備するこ

とであり、その一つに医療従事者の看護師や

介護職員の増員を図り、快適に働ける職場環

境をつくることにより、医療スタッフの健康

と安全を確保するとともに、医療の質を高め、

患者の安全と健康の確保ができると思います。 

 請願項目２の看護師・介護職員などをふや

すことには理解はできますが、医師をふやす

ことについては反対します。 

 それは、総務省の総医師数の年次統計では、

統計が始まった1874年の医師数は２万8,262

人で、人口10万人当たり総医師数は80.4人。

その後、太平洋戦争が始まると医師が軍医と

して徴兵されたことから総医師数が急減、

1944年には史上最低の１万1,137人となって

います。このため、医学専門学校医師不足対

策が実施され、1945年には若干ふえています。 

 戦後、総医師数はふえるものの、同じペー

スで人口もふえたため、人口10万人当たり総

医師数は1975年ごろ横ばいとなっています。
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これに危機感を感じた田中内閣が1973年に一

県一医大構想を掲げ、各県に医大を整備した

結果、総医師数、人口10万人当たり医師数と

もに急増しています。 

 その後も医師数は右肩上がりにふえ、2010

年には総医師数は29万5,049人、人口10万人当

たり医師数は230.4人、2012年総医師数は30

万3,268人となっています。 

 次に、医師数を年代別で見ると、40代が最

も多く、30代、50代の医師数はほぼ同じ。た

だし、今後はさらに20代の医師数が増加して

いくのは間違いないというものです。 

 長らく医学部の入学定員は全体で7,625人

とされてきていたのが、2008年度の入試から

現在まで、地方の医師不足解消のため、段階

的に各大学での定員がふやされてきた結果で

あります。 

 また、47都道府県を対象とした医者の充実

度をあらわすランキングでは、人口10万人当

たりの医師数は西高東低の状態です。最上位

から１位は徳島県の304.6人、２位は東京都の

303.7人、３位は京都府の302.3人です。 

 最下位からでは、47位は埼玉県の148.6人、

46位は茨城県の166.8人、45位は千葉県の

170.3人です。 

 一方、日本の人口は尐子・高齢化が進んで

おり、世界のどの国も経験したことがない速

度での尐子化、高齢化が進行しています。 

 日本の総人口は2015年の国勢調査によると

1億2,709万4,745人で、2010年の前回調査から

は96万2,607人減尐しています。 

 このように日本は人口減尐社会に突入して

いるのです。そんな中、医師をふやせば、医

療費の増額や国民健康保険料などの増額にも

つながります。 

 今やるべきことは都道府県別の医師数の格

差是正ではないでしょうか。 

 よって、本請願に反対するものであります。 

 議員各位のご賛同をお願いいたしまして、

討論を終わります。 

○議長【生田勇人君】 他に討論ありません

か。──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【生田勇人君】 これより議案の採決

に入ります。 

 まず、議案第82号平成28年度内灘町一般会

計補正予算（第５号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議案第82号は原案のとおり可決され

ました。 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第83号平

成28年度内灘町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）、議案第84号平成28年度内灘

町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、

議案第85号平成28年度内灘町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）、議案第86号平

成28年度内灘町介護保険特別会計補正予算

（第３号）の４議案を一括して採決いたしま

す。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第83号から議案第86号までの４

議案は、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第87号内

灘町茶室条例について、議案第88号内灘町農

業委員会の委員等の定数に関する条例につい

て、議案第89号内灘町手数料徴収条例の一部
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を改正する条例について、議案第90号企業職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例についての４議案を一括して

採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第87号から議案第90号までの４

議案は、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第91号内

灘町体育施設（内灘町野球場等）の指定管理

者の指定について、議案第92号内灘町サイク

リングターミナルの指定管理者の指定につい

ての２議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立全員であります。

よって、議案第91号及び議案第92号の２議案

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、議案第93号職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立多数であります。

よって、議案第93号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【生田勇人君】 次に、今12月会議ま

でに受理しました請願を採決いたします。 

 請願第13号安全・安心の医療・介護の実現

と夜勤改善・大幅増員を求める請願書を採決

いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、不採択で

あります。 

 したがって、原案について採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第13号安全・安心

の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を

求める請願書を採択することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【生田勇人君】 起立尐数であります。

よって、請願第13号は不採択とすることに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【生田勇人君】 以上で今12月会議に

付議されました議件は全部議了いたしました。 

 よって、平成28年内灘町議会12月会議を散

会いたします。 

 連日、長時間にわたり精力的に審査いただ

きまして、大変ご苦労さまでした。 

           午後２時23分散会 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 


